
無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直し（案）

目的の見直し

現行の区分を見直した場合でも電波の能率的な利用の確保等に支障を及ぼさないよう、産業、経済活動、国民生活の基盤等の確保に必要不可
欠な無線局の特定に必要な区分や周波数の割当てに必要不可欠な区分に整理統合することとし、申請審査の基準となる「無線局（基幹放送
局を除く。）の開設の根本的基準」（昭和25年電波監理委員会規則第12号）及び割当てが可能な周波数を示す「周波数割当計画」（平成20
年総務省告示第714号）の目的区分に準じて、現在の135区分を９区分に見直します。→次頁参照

通信事項の見直し

目的への適合性の確認が必要となる区分、電波利用料の減免の判断又は無線局情報の公表の可否を判断に必要となる区分等は維持する
こととし、現行の通信事項によらなくても無線局の適切な監督が引き続き可能なものは整理統合することとし、現在の220区分を122区分
に見直します。→次頁参照

本件意見募集の結果を踏まえ、関係規程の見直しを検討し、改めて意見公募を経て改正の上、無線局免許人等への十分な周知期間及
び関係規程の施行日を超えて免許の有効期限を有する無線局の目的及び通信事項の区分は、読み替えて適用し、免許状の訂正を要しない旨
の経過措置を設けて施行する予定です。

２．今後のスケジュール

１．見直しの基本的な考え方

規制・制度改革事項 無線局の開局目的の簡素化

規制・制度改革の概要 申請業務の簡素化・効率化の観点及び着実な無線局の監督管理の観点から、無線局の目的区分の大くくり化に関して、
検討し結論を得る。＜平成23 年度検討・結論＞

（参考）「規制・制度改革に係る方針」（平成23年4月8日閣議決定）

見直しによる免許申請業務へのメリット

○無線局の免許申請業務の効率化
目的及び通信事項（申請事項）を大幅に簡素化（大くくり化、目的と通信事項の対応関係を明確化）することで、一覧性が向上し、（特に新規
の申請者にとって）申請業務が効率化されると考えます。

別紙１

■電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局免許申請書には目的や通信事項等を記載することが必要です。

■今般、無線局の効率的な監督管理に支障がない範囲でこれらの目的通信及び通信事項の区分を見直すこととしました。

○電波利用の柔軟化
通信事項の統合に伴い、現在は無線局の通信事項の追加・変更に伴い必要となる電波法第９条第４項又は第17条第１項の許可が不要とな

るケースが拡大されると考えます。



公共業務用

放送事業用

電気通信業務用

簡易無線通信業務用

アマチュア業務用

一般業務用

放送用（電波法第26条第２項

第５号イに規定するもの）

新目的区分

（実験試験の定めなし）

第６条の３ 携帯局

第５条 漁業用海岸局

第５条の２
陸上移動中継局

無線局（基幹放送局を
除く。）の開設の根本
的基準

周波数割当計画

基幹放送局の開設の
根本的基準

目的、通信事項、局種との
組み合わせで、その形態が
「電気通信業務」にも「公
共業務」にも「一般業務」
にもなり得ることから、目
的としては区分しない。

電気通信
業務用

公共業務用

実験試験用

アマチュア
業務用

簡易無線通信
業務用

一般業務用

放送事業用

基幹放送用
※ 補足項目と
して１８区分
を設ける

左記業務へ
の適合性を
確認するた
め、具体的
な運用形態
の範囲を特
定する区分

条約で利用方法が決
められており、把握
を必要とする区分

無線局情報の公表レ
ベルを判定する区分

電波利用料の減免を
判定する区分

無線局情報の
公表レベルを
判定する区分

アルゴスシステムデータ伝送のみ、
世界共通基準であり、個別に区分

無線局情報の公表レベルを判定する
区分

区分不用
「一般無線通信業務に関する事項」
に集約

電波監理上、なお利用形態を把握する
最小限の区分

無線局情報の公表レベルを判定する
区分

電波監理上、なお利
用形態を把握する最
小限の区分

第８条
その他の一般無線局

第７条
簡易無線業務用無線局

第６条の２
アマチユア局

第６条
実験試験局

第４条
公共業務用無線局

第３条
電気通信業務用無線局

９区分

目的区分の見直しの考え方 通信事項区分の見直しの
考え方

新通信事項区分

１２２区分

・電気通信業務に関する事項
・電気通信業務(一般放送利用を

含む。)に関する事項 等

公共業務用
・警察に関する事項
・消防に関する事項
・防災行政に関する事項
・無線標識に関する事項
・ガス事業に関する事項

等
放送事業用
・放送番組の中継に関する事項

等

目的区分ごとに、以下の考え方により
必要最小限に区分

・実験、試験又は調査に関する事項
・ｱﾙｺﾞｽｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ伝送に関する事項

※ ２区分のみ

・アマチュア業務に関する事項
・アマチュア業務（人工衛星追跡

管制）に関する事項 ※２区分のみ

・簡易な事項
※１区分のみ

・現金・有価証券等の安全輸送に
関する事項

・新聞通信に関する事項 等

上記以外の従来の４８区分（造船事業に
関する事項、金融保険事業に関する事
項、サービス事業に関する事項 等）を１
区分に集約

・一般放送に関する事項
・エリア放送に関する事項

新区分の例

・自家用の航空関係に関する事項
・海上運送事業に関する事項
・一般乗用旅客自動車の運行に関する
事項 等

第６条の４
地上一般放送局(注)

放送用（電波法第26条第２項
第５号ロに規定するもの）

一般放送用
無線局情報の公表レベルを判定する
区分

（注）平成24年4月2日施行予定。



参考　見直し後の目的・通信事項の例

（現行の組み合わせ） （見直し後の組み合わせ）

目的 通信事項 目的 通信事項１
通信事項２

（公共業務用であること
を判別するため追加）

電気通信業務用 電気通信業務に関する事項 電気通信業務用 電気通信業務に関する事項
電気通信業務用 電気通信事業運営に関する事項 公共業務用 電気通信事業運営に関する事項
電気通信業務用 宇宙運用業務に関する事項 電気通信業務用 宇宙運用業務に関する事項
電気通信業務用 電報の託送に関する事項 電気通信業務用 電報の託送に関する事項

電気通信業務用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

電気通信業務に関する事項 電気通信業務用 電気通信業務に関する事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

電気通信事業運営に関する事項 電気通信業務用 電気通信事業運営に関する事項
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

宇宙運用業務に関する事項 電気通信業務用 宇宙運用業務に関する事項
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

電報の託送に関する事項 電気通信業務用 電報の託送に関する事項
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送利用を含む。)

航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

電気通信業務に関する事項 電気通信業務用
電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務用
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関す
る事項

電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

電気通信事業運営に関する事項 電気通信業務用 電気通信事業運営に関する事項
電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

宇宙運用業務に関する事項 電気通信業務用 宇宙運用業務に関する事項
電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

電報の託送に関する事項 電気通信業務用 電報の託送に関する事項
電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

電気通信業務用(一般放
送用のフィーダリンク
を含む。)

航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

電気通信業務(一般放送用のフィーダリンクを
含む。)に関する事項（新設）

警察用 警察事務に関する事項 公共業務用 警察に関する事項（仮称）
警察用 道路交通情報に関する事項 公共業務用 道路交通情報に関する事項 警察に関する事項（仮称）
警察用 交通量等位置情報に関する事項 公共業務用 道路交通情報に関する事項 警察に関する事項（仮称）
警察用 航空機の航行に関する事項 公共業務用 航空機の運用に関する事項（仮称） 警察に関する事項（仮称）
警察用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 警察に関する事項（仮称）

警察用
核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の
通報に関する事項

公共業務用 原子力関係業務に関する事項（仮称） 警察に関する事項（仮称）

警察用 航空機の修理に関する事項 公共業務用 航空機の製造修理に関する事項 警察に関する事項（仮称）
警察用 飛行援助に関する事項 公共業務用 飛行援助に関する事項 警察に関する事項（仮称）
海上保安用 海上保安事務に関する事項 公共業務用 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 航空機の航行に関する事項 公共業務用 航空機の運用に関する事項（仮称） 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 航路標識に関する事項 公共業務用 航路標識に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 無線標定に関する事項 公共業務用 無線標定に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 浮標の識別に関する事項 公共業務用 浮標の識別に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 浮標の無線標定に関する事項 公共業務用 浮標の無線標定に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 海上無線航行業務に関する事項 公共業務用 海上無線航行業務に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 気象通報に関する事項 公共業務用 気象通報に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 航空機の修理に関する事項 公共業務用 航空機の製造修理に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
海上保安用 飛行援助に関する事項 公共業務用 飛行援助に関する事項 海上保安に関する事項（仮称）
航空保安用 航空交通管制に関する事項 公共業務用 航空交通管制に関する事項 航空保安に関する事項（仮称）
航空保安用 航空機の安全及び運行管理に関する事項 公共業務用 航空機の安全及び運行管理に関する事項 航空保安に関する事項（仮称）
航空保安用 無線標識に関する事項 公共業務用 無線標識に関する事項 航空保安に関する事項（仮称）
航空保安用 航空無線航行に関する事項 公共業務用 航空無線航行に関する事項 航空保安に関する事項（仮称）
航空保安用 航空保安無線施設に関する事項 公共業務用 航空保安に関する事項（仮称）
航空保安用 航空保安事務に関する事項 公共業務用 航空保安に関する事項（仮称）
防衛用 防衛に関する事項 公共業務用 防衛に関する事項
防衛用 航空無線航行に関する事項 公共業務用 航空無線航行に関する事項 防衛に関する事項
防衛用 無線標識に関する事項 公共業務用 無線標識に関する事項 防衛に関する事項
治安維持対策用 治安維持対策に関する事項 公共業務用 治安維持対策に関する事項

気象用
気象業務に関する事項(気象警報に関する事項
を除く。)

公共業務用
気象に関する事項(気象警報に関する事項を除
く。)（仮称）

気象用 気象警報に関する事項 公共業務用 気象警報に関する事項

気象用 無線標定に関する事項 公共業務用 無線標定に関する事項
気象に関する事項(気象警報に関する事項を除
く。)（仮称）

気象用 気象観測実験に関する事項 公共業務用
気象に関する事項(気象警報に関する事項を除
く。)（仮称）

国家行政用 税関事務に関する事項 公共業務用 税関事務に関する事項
国家行政用 検疫事務に関する事項 公共業務用 検疫事務に関する事項
国家行政用 麻薬取締に関する事項 公共業務用 麻薬取締に関する事項
国家行政用 入国管理に関する事項 公共業務用 入国管理に関する事項
国家行政用 国税事務に関する事項 公共業務用 国税事務に関する事項
国家行政用 労働基準監督に関する事項 公共業務用 労働基準監督に関する事項
国家行政用 公安調査に関する事項 公共業務用 公安調査に関する事項
国家行政用 矯正管理に関する事項 公共業務用 矯正管理に関する事項
国家行政用 電気通信監理に関する事項 公共業務用 電気通信の監理・規律に関する事項（仮称）
国家行政用 外務行政事務に関する事項 公共業務用 外務行政事務に関する事項
国家行政用 国会事務に関する事項 公共業務用 国会事務に関する事項
国家行政用 防災事務に関する事項 公共業務用 防災対策に関する事項（仮称）
国家行政用 運輸関係災害対策に関する事項 公共業務用 防災対策に関する事項（仮称）
国家行政用 外交に関する事項 公共業務用 外交に関する事項
国家行政用 検察事務に関する事項 公共業務用 検察事務に関する事項
国家行政用 電気通信規律に関する事項 公共業務用 電気通信の監理・規律に関する事項（仮称）
国家行政用 厚生事務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

国家行政用
農産物の検査買入輸送保管及び売却等に関す
る事項

一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

国家行政用 北海道開発業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
国家行政用 測量作業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
国家行政用 国有林の管理経営に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
国家行政用 公園管理に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
国家行政用 放射能汚染の管理業務に関する事項 公共業務用 放射能汚染の管理業務に関する事項
国家行政用 石油備蓄に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
国家行政用 消防事務に関する事項 公共業務用 消防に関する事項（仮称）
国家行政用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
防災対策用 防災対策に関する事項 公共業務用 防災対策に関する事項（仮称）
水防用 水防事務に関する事項 公共業務用 水防事務に関する事項

水防道路用
水防道路に関する事項(災害対策・水防に関す
る事項を除く。)

公共業務用
水防道路に関する事項(災害対策・水防に関す
る事項を除く。)



（現行の組み合わせ） （見直し後の組み合わせ）

目的 通信事項 目的 通信事項１
通信事項２

（公共業務用であること
を判別するため追加）

水防道路用 災害対策・水防に関する事項 公共業務用 災害対策・水防に関する事項

水防道路用 道路交通情報通信に関する事項 公共業務用 道路交通情報通信に関する事項
水防道路に関する事項(災害対策・水防に関す
る事項を除く。)

水防道路用
狭域通信に関する事項(道路交通情報通信に関
する事項に限る。)

公共業務用
狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金
収受に関する事項を除く。）（仮称）

水防道路に関する事項(災害対策・水防に関す
る事項を除く。)

防災行政用 防災行政事務に関する事項 公共業務用 防災行政に関する事項（仮称）
防災行政用 飛行援助に関する事項 公共業務用 飛行援助に関する事項 防災行政に関する事項（仮称）
防災行政用 航空機の修理に関する事項 公共業務用 航空機の製造修理に関する事項 防災行政に関する事項（仮称）
防災行政用 航空機の航行に関する事項 公共業務用 航空機の運用に関する事項（仮称） 防災行政に関する事項（仮称）
防災行政用 水防事務に関する事項 公共業務用 水防事務に関する事項 防災行政に関する事項（仮称）
防災行政用 消防の任務に関する事項 公共業務用 消防に関する事項（仮称） 防災行政に関する事項（仮称）
消防用 消防の任務に関する事項 公共業務用 消防に関する事項（仮称）
消防用 消防防災事務に関する事項 公共業務用 消防に関する事項（仮称）
消防用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 消防に関する事項（仮称）
消防用 航空機の航行に関する事項 公共業務用 航空機の運用に関する事項（仮称） 消防に関する事項（仮称）
放流警報用 河川法第48条に規定する通知に関する事項 公共業務用 放流警報又は霧警報に関する事項（仮称）
放流警報用 観測情報の伝送に関する事項 公共業務用 放流警報又は霧警報に関する事項（仮称）
公害対策用 公害対策に関する事項 公共業務用 公害対策に関する事項
土地改良事業用 土地改良事業に関する事項 公共業務用 土地改良事業に関する事項
地方行政用 地方行政事務に関する事項 公共業務用 地方行政事務に関する事項

地方行政用
災害の防止その他構成員の公共的活動を支援
するための広報に必要な事項

一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

道路交通情報通信用 道路交通情報通信に関する事項 公共業務用 道路交通情報通信に関する事項
高度道路交通システム
用

高度道路交通システムに関する事項 一般業務用 高度道路交通システムに関する事項

道路管理用 道路管理に関する事項 公共業務用 道路管理に関する事項
道路管理用 道路交通情報に関する事項 公共業務用 道路交通情報に関する事項
道路管理用 本四連絡高速道路の事業に関する事項 公共業務用 道路管理に関する事項
電気事業用 電気事業に関する事項 公共業務用 電気事業に関する事項（仮称）
電気事業用 電気保安業務に関する事項 公共業務用 電気事業に関する事項（仮称）
電気事業用 給電に関する事項 公共業務用 電気事業に関する事項（仮称）

電気事業用
核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の
通報に関する事項

公共業務用 原子力関係業務に関する事項（仮称）

電気事業用 侵入検知に関する事項 公共業務用 侵入検知に関する事項 電気事業に関する事項（仮称）
ガス事業用 ガス事業に関する事項 公共業務用 ガス事業に関する事項
水資源開発用 水資源開発に関する事項 公共業務用 水資源開発に関する事項
上下水道事業用 上下水道事業に関する事項 公共業務用 上下水道事業に関する事項
熱供給事業用 熱供給事業に関する事項 公共業務用 熱供給事業に関する事項

中波放送
基幹放送用（中波放
送）

短波放送
基幹放送用（短波放
送）

短波放送(国際放送)
基幹放送用（短波放送
(国際放送)）

短波放送(中継国際放
送)

基幹放送用（短波放送
(中継国際放送)）

超短波放送
基幹放送用（超短波放
送）

超短波放送(外国語放
送)

基幹放送用（超短波放
送(外国語放送)）

超短波放送(デジタル放
送)

基幹放送用（超短波放
送(デジタル放送)）

超短波放送(デジタル放
送・有料放送を含む。)

基幹放送用（超短波放
送(デジタル放送)）

超短波文字多重放送
基幹放送用（超短波文
字多重放送）

超短波文字多重放送(外
国語放送)

基幹放送用（超短波文
字多重放送）

超短波文字多重放送(有
料放送を含む。)

基幹放送用（超短波文
字多重放送(有料放送を
含む。）)

超短波放送(コミュニ
ティ放送)

基幹放送用（超短波放
送(コミュニティ放
送)）

超短波文字多重放送(コ
ミュニティ放送・有料
放送を含む。)

基幹放送用（超短波文
字多重放送(コミュニ
ティ放送・有料放送を
含む。)）

超短波放送(臨時目的放
送)

基幹放送用（超短波放
送(臨時目的放送)）

標準テレビジョン放送
(デジタル放送)

基幹放送用（標準テレ
ビジョン放送(デジタル
放送)）

高精細度テレビジョン
放送を含むテレビジョ
ン放送(デジタル放送)

基幹放送用（高精細度
テレビジョン放送を含
むテレビジョン放送(デ
ジタル放送)）

高精細度テレビジョン
放送を含むテレビジョ
ン放送(デジタル放送・
受信障害対策中継放送)

基幹放送用（高精細度
テレビジョン放送を含
むテレビジョン放送(デ
ジタル放送・受信障害
対策中継放送)）

データ放送(デジタル放
送)

基幹放送用（データ放
送(デジタル放送)）

マルチメディア放送
基幹放送用（マルチメ
ディア放送）

一般放送 一般放送に関する事項 一般放送用 一般放送に関する事項
放送試験用(実験等無線
局に該当するもの。)

放送試験に関する事項
基幹放送用（放送試験
用）

放送試験用(実験等無線
局に該当しないもの。)

基幹放送用（放送試験
用）

放送事業用 放送番組の中継に関する事項 放送事業用 放送番組の中継に関する事項
放送事業用 放送番組素材の中継に関する事項 放送事業用 放送番組素材の中継に関する事項
放送事業用 放送番組の取材等の連絡に関する事項 放送事業用 放送番組の取材等の連絡に関する事項
放送事業用 無線設備の監視・制御に関する事項 放送事業用 無線設備の監視・制御に関する事項

放送事業用
放送事業に関する事項(中継、連絡又は無線設
備の監視・制御に関する事項を除く。)

放送事業用
放送事業に関する事項(中継、連絡又は無線設
備の監視・制御に関する事項を除く。)

有線テレビジョン放送
事業用

有線テレビジョン放送事業に関する事項 公共業務用 有線テレビジョン放送事業に関する事項

標準周波数用 標準周波数及び標準時の通報 公共業務用 標準周波数及び標準時の通報
航空用 航空事業に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
航空用 航空機の航行に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
航空用 航空機の修理に関する事項 一般業務用 航空機の製造修理に関する事項
航空用 航空機の飛行訓練に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
航空用 自家用の航空関係に関する事項 一般業務用 自家用の航空関係に関する事項

飛行援助用
飛行場における航空機の飛行援助に関する事
項

一般業務用
飛行場における航空機の飛行援助に関する事
項

航空関係事業用 航空関係事業に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
航空関係事業用 飛行場における地上管制に関する事項 一般業務用 飛行場における地上管制に関する事項

航空関係事業用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

一般業務用
航空機の運航管理又は運航管理の支援に関す
る事項

航空機製造修理事業用 航空機の製造修理に関する事項 一般業務用 航空機の製造修理に関する事項
航空機製造修理事業用 航空機の航行に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
海上運送事業用 海上運送事業に関する事項 一般業務用 海上運送事業に関する事項



（現行の組み合わせ） （見直し後の組み合わせ）

目的 通信事項 目的 通信事項１
通信事項２

（公共業務用であること
を判別するため追加）

海上運送事業用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
海上運送事業用 浮標の無線標定に関する事項 一般業務用 浮標の無線標定に関する事項
海上運送事業用 無線標定に関する事項 一般業務用 無線標定に関する事項
海上運送事業用 海洋の観測に関する事項 一般業務用 海洋の観測に関する事項
港湾運送事業用 港湾運送事業に関する事項 一般業務用 港湾運送事業に関する事項（仮称）
港湾運送事業用 コンテナ荷役に関する事項 一般業務用 港湾運送事業に関する事項（仮称）
水先・引き船業務用 水先業務に関する事項 一般業務用 水先・引き船に関する事項（仮称）

水先・引き船業務用
操船援助又は船舶の接岸若しくは係留に関す
る事項

一般業務用 水先・引き船に関する事項（仮称）

水先・引き船業務用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
海事用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
海事用 サルベージ事業に関する事項 一般業務用 海事に関する事項（仮称）
海事用 海上測量業務に関する事項 一般業務用 海上測量業務に関する事項
海事用 航路警戒に関する事項 公共業務用 航路警戒に関する事項
海事用 油回収作業に関する事項 一般業務用 海事に関する事項（仮称）
海事用 特殊作業に関する事項 一般業務用 海事に関する事項（仮称）
港湾業務用 港湾管理に関する事項 公共業務用 港湾管理に関する事項
港湾業務用 港務通信に関する事項 公共業務用 港務通信に関する事項
港湾業務用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
港湾業務用 調査監督に関する事項 一般業務用 海事に関する事項（仮称）
港湾業務用 港湾工事に関する事項 一般業務用 港湾工事に関する事項
港湾業務用 国際港湾施設の保安の確保等に関する事項 公共業務用 国際港湾施設の保安の確保等に関する事項
救難用 海難救助に関する事項 公共業務用 海難救助に関する事項（仮称）
救難用 船舶又は航空機の救難に関する事項 公共業務用 船舶又は航空機の救難に関する事項
救難用 捜索救助作業に関する事項 公共業務用 海難救助に関する事項（仮称）
救難用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 海難救助に関する事項（仮称）
造船事業用 造船事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
造船事業用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
漁業指導監督用 漁業指導監督に関する事項 公共業務用 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 漁業の調査に関する事項 公共業務用 漁業通信に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 無線標定に関する事項 公共業務用 無線標定に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 浮標の無線標定に関する事項 公共業務用 浮標の無線標定に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 浮標の識別に関する事項 公共業務用 浮標の識別に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業指導監督用 電報の託送に関する事項 公共業務用 電報の託送に関する事項 漁業指導監督に関する事項
漁業用 漁業協同組合の業務に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
漁業用 漁業共済組合の業務に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
漁業用 漁業通信に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
漁業用 魚群探知の伝送に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
漁業用 浮標の無線標定に関する事項 一般業務用 浮標の無線標定に関する事項
漁業用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
漁業用 無線標定に関する事項 一般業務用 無線標定に関する事項
漁業用 漁業の調査に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
漁業用 海上運送事業に関する事項 一般業務用 海上運送事業に関する事項
漁業用 電報の託送に関する事項 一般業務用 電報の託送に関する事項
漁業用 浮標の識別に関する事項 一般業務用 浮標の識別に関する事項
鉄道軌道事業用 列車防護警報に関する事項 公共業務用 列車防護警報に関する事項
鉄道軌道事業用 鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項 公共業務用 鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項
索道用 索道用搬機の安全運行に関する事項 公共業務用 索道用搬機の安全運行に関する事項

自動車運送事業用 一般乗合旅客自動車の安全運行に関する事項 公共業務用
一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事
項（仮称）

自動車運送事業用 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項 一般業務用 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項

自動車運送事業用 一般貸切旅客自動車の安全運行に関する事項 公共業務用
一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事
項（仮称）

自動車運送事業用 特定旅客自動車の安全運行に関する事項 公共業務用
一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事
項（仮称）

自動車運送事業用 貨物自動車の運行に関する事項 一般業務用 貨物自動車の運行に関する事項
自動車運送事業用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 一般業務用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項
MCA陸上移動通信用 MCA陸上移動通信に関する事項 一般業務用 MCA陸上移動通信に関する事項
MCA陸上移動通信用 陸上移動通信設備試験に関する事項 一般業務用 MCA陸上移動通信に関する事項

MCA陸上移動通信用
陸上移動通信に関する事項及び制御局試験に
関する事項

一般業務用 MCA陸上移動通信に関する事項

スポーツ・レジャー用 スポーツ・レジャーに関する事項 一般業務用 スポーツ・レジャーに関する事項（仮称）
スポーツ・レジャー用 競技及び訓練に関する事項 一般業務用 スポーツ・レジャーに関する事項（仮称）
スポーツ・レジャー用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
スポーツ・レジャー用 漁業通信に関する事項 一般業務用 漁業通信に関する事項
スポーツ・レジャー用 航空レジャーに関する事項 一般業務用 スポーツ・レジャーに関する事項（仮称）
農業用 農業協同組合の業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
農業用 農業共済組合の業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
農業用 農業に関する事項 一般業務用 農林業に関する事項（仮称）
農業用 農畜産物の改良に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
農業用 農業水利事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
農業用 農地開拓事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

農業用 農業気象に関する事項 公共業務用
気象に関する事項(気象警報に関する事項を除
く。)（仮称）

林業用 森林組合の業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
林業用 林業に関する事項 一般業務用 農林業に関する事項（仮称）
赤十字用 赤十字に関する事項 公共業務用 赤十字に関する事項
医療・福祉用 医療業務に関する事項 一般業務用 医療業務に関する事項
医療・福祉用 医療・福祉に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
医療・福祉用 社会福祉に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
山岳遭難対策用 山岳遭難防止及び救助に関する事項 公共業務用 山岳遭難防止及び救助に関する事項
警備保障用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 一般業務用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項
警備保障用 警備保障業務に関する事項 一般業務用 警備保障業務に関する事項
非常警報用 災厄防止に関する事項 一般業務用 非常警報に関する事項（仮称）
教育用 教育に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
教育用 航空機の航行に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
教育用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
教育用 浮標の無線標定に関する事項 一般業務用 浮標の無線標定に関する事項
教育用 航空機の修理に関する事項 一般業務用 航空機の製造修理に関する事項
教育用 浮標の識別に関する事項 一般業務用 浮標の識別に関する事項

実験試験用 電波伝搬試験に関する事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用 無線機器の開発製造に関する事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用
無線設備の展示による科学知識の普及に関す
る事項

実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用 アルゴスシステムデータ伝送に関する事項 実験試験用 アルゴスシステムデータ伝送に関する事項

実験試験用 研究に関する事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用 科学技術開発実験に関する事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用 航空機各部の多点計測に関する事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

実験試験用 電波の利用の効率性に関する試験に係る事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）



（現行の組み合わせ） （見直し後の組み合わせ）

目的 通信事項 目的 通信事項１
通信事項２

（公共業務用であること
を判別するため追加）

実験試験用 電波の利用の需要に関する調査に係る事項 実験試験用
実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシ
ステムデータ伝送に関する事項を除く。）
（仮称）

アマチュア業務用 アマチュア業務に関する事項 アマチュア業務用 アマチュア業務に関する事項

アマチュア業務用
アマチュア業務(人工衛星追跡管制)に関する
事項

アマチュア業務用
アマチュア業務(人工衛星追跡管制)に関する
事項

簡易な業務用 簡易な事項 簡易無線通信業務用 簡易な事項
パーソナル用 簡易な事項 簡易無線通信業務用 簡易な事項
広報業務用 電波利用の適正化のための広報に関する事項 一般業務用 電波利用の適正化のための広報に関する事項
新聞通信用 ニュースの取材及び速報に関する事項 一般業務用 新聞通信に関する事項（仮称）
新聞通信用 航空機の航行に関する事項 一般業務用 航空機の運用に関する事項（仮称）
新聞通信用 航空機の修理に関する事項 一般業務用 航空機の製造修理に関する事項
金融事業用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 一般業務用 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項
金融事業用 金融保険事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
地震又は火山噴火予知
観測用

地震又は火山噴火予知観測に関する事項 一般業務用 地震又は火山噴火予知観測に関する事項

無線標定業務用 位置信号業務に関する事項 公共業務用 無線標定に関する事項
無線標定業務用 無線標定に関する事項 一般業務用 無線標定に関する事項
広帯域テレメーター用 気象・動体の観測データの伝送に関する事項 一般業務用 気象・動体の観測データの伝送に関する事項
海底資源開発事業用 海底資源開発事業に関する事項 一般業務用 海事に関する事項（仮称）
海底資源開発事業用 無線標識に関する事項 一般業務用 無線標識に関する事項
海底資源開発事業用 無線標定に関する事項 一般業務用 無線標定に関する事項
海底資源開発事業用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
自動車教習用 自動車の教習に関する事項 一般業務用 自動車の教習に関する事項
音響業務用 音響に関する事項 一般業務用 音響に関する事項
宇宙開発用 ロケット打上情報周知に関する事項 公共業務用 宇宙開発に関する事項（仮称）

宇宙開発用
ロケット実験に伴う警備上の連絡に関する事
項

公共業務用 宇宙開発に関する事項（仮称）

宇宙開発用 作業連絡に関する事項 公共業務用 宇宙開発に関する事項（仮称）
宇宙開発用 船舶の航行に関する事項 公共業務用 船舶の航行に関する事項 宇宙開発に関する事項（仮称）
宇宙開発用 航空機の航行に関する事項 公共業務用 航空機の運用に関する事項（仮称） 宇宙開発に関する事項（仮称）
宇宙開発用 宇宙実験に関する事項 公共業務用 宇宙開発に関する事項（仮称）
宇宙開発用 技術試験に関する事項 公共業務用 宇宙開発に関する事項（仮称）
宇宙運用業務用 宇宙運用業務に関する事項 公共業務用 宇宙運用業務に関する事項
競争事業用 競馬事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
競争事業用 競争事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
構内無線業務用 構内無線業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
無線呼出業務用 無線呼出に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
霧警報用 霧警報に関する事項 公共業務用 放流警報又は霧警報に関する事項（仮称）
沿岸監視用 無線標定に関する事項 一般業務用 無線標定に関する事項

狭域通信用 狭域通信に関する事項 一般業務用
狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金
収受に関する事項を除く。）（仮称）

狭域通信用
狭域通信に関する事項(有料道路自動料金収受
に関する事項を除く。)

一般業務用
狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金
収受に関する事項を除く。）（仮称）

狭域通信用 有料道路自動料金収受に関する事項 一般業務用
狭域通信に関する事項（有料道路自動車料金
収受に関する事項）（仮称）

侵入検知用 侵入検知に関する事項 一般業務用 侵入検知に関する事項
土木建設・工事・測量
事業用

土木建設事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

土木建設・工事・測量
事業用

設備工事事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

土木建設・工事・測量
事業用

測量・設計事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項

石油事業用 石油事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
鉱業用 鉱業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
核燃料事業用 核燃料事業に関する事項 公共業務用 原子力関係業務に関する事項（仮称）
核燃料事業用 原子力施設の安全対策に関する事項 公共業務用 原子力関係業務に関する事項（仮称）
製造販売修理事業用 製造販売修理事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
鉄鋼事業用 鉄鋼事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
石油販売用 石油販売に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
給油事業用 空港内における交通整理に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
出版・印刷事業用 出版・印刷事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
倉庫事業用 倉庫事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
不動産事業用 不動産事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
サービス事業用 サービス事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
地域振興用 地域振興に関する事項 一般業務用 地域振興に関する事項
観光・イベント用 観光に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
観光・イベント用 イベントに関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
観光・イベント用 船舶の航行に関する事項 一般業務用 船舶の航行に関する事項
作業連絡用 作業連絡に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
作業連絡用 航空燃料輸送事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 開発事業に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 火薬の管理に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 施設の保守・管理に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 労働組合活動に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 選挙活動に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 宗教団体活動に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 奉仕活動に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 一般無線通信業務に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 公園管理に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
一般無線通信業務用 作業員の安全確保に関する事項 一般業務用 一般無線通信業務に関する事項
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